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 平素より厚生労働行政に御協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

薬事法の一部を改正する法律（平成１８年法律第６９号）の施行後の一般用医薬品

販売制度については、平成２２年２月９日付け厚生労働省医薬食品局総務課及び厚生

労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課連名事務連絡「一般用医薬品販売制度に関す

るＱ＆Ａについて」によりお知らせしたところですが、今般、別添のとおり新たにＱ

＆Ａを作成したので、業務の参考としていただくとともに、貴管下関係団体、関係機

関等への周知をお願いいたします。                                            

                                                                   



 

一般用医薬品販売制度に関するＱ＆Ａ 
 
 
【薬局・店舗販売業関係】 
 
問１ 薬事法施行規則（昭和３６年厚生省令第１号）第１５条の２（第１４２

条において準用する場合を含む。）において、薬局開設者及び店舗販売業者は、

その薬局又は店舗に勤務する従事者に名札を付けさせることとされているが、

この名札には、姓のみを記載することで差し支えないと解してよいか。 
 
（答） 
 「薬事法の一部を改正する法律等の施行等について」（平成２１年５月８日付

け薬食発第０５０８００３号厚生労働省医薬食品局長通知）においては、名札

には氏名を記載することとしており、姓及び名ともに記載されたい。 
 
 
問２ 店舗販売業の店舗は、薬局等構造設備規則（昭和３６年厚生省令第２号。

以下「構造設備規則」という。）第２条第２号において、当該店舗販売業以外

の店舗販売業の店舗又は薬局の場所から明確に区別されていることとされて

いるが、薬事法（昭和３５年法律第１４５号）第８３条第１項の規定におい

て読み替えて適用される第２６条第１項の規定による許可を取得している動

物用医薬品の店舗販売業の店舗と同一の場所において、同法第２６条第１項

に基づく店舗販売業の許可を取得することは可能か。 
 
（答） 
 可能である。 
 
 
問３ 第１類医薬品を販売等する薬局又は店舗販売業の店舗において、第１類

医薬品を陳列するために必要な陳列棚その他の設備（以下「陳列設備」とい

う。）が、かぎをかけた設備又は購入者等が直接手の触れられない設備である

場合、構造設備規則第１条第１項第１０号又は第２条第１項第９号の情報を

提供するための設備（以下「情報提供設備」という。）は、第１類医薬品陳列

区画（第１類医薬品を陳列する陳列設備から１．２ｍ以内の範囲をいう。）か

ら離れた場所に設置してもよいか。 
 
（答） 
 情報提供設備は、陳列設備がかぎをかけた設備又は購入者等が直接手の触れ

（別添） 



 

られない設備であるか否かにかかわらず、また、陳列設備から情報提供設備ま

での距離が１．２ｍ以内であるか否かにかかわらず、情報提供が可能な範囲で

ある第１類医薬品陳列区画の内部又は近接する場所に設置する必要がある。 
 
 
【配置販売業関係】 
 
問４ 「薬事法の一部を改正する法律附則第１２条に規定する既存配置販売業

者の配置員の資質の向上について」（平成２１年３月３１日付け薬食総発第 

０３３１００１号厚生労働省医薬食品局総務課長通知。以下「資質向上通知」

という。）で示す講習、研修等（以下「講習等」という。）の受講対象者は、

講習等の実施者又は講師となることができるか。 
 
（答） 
 資質向上通知においては、講習等の実施者は、「既存配置販売業者又は既存配

置販売業者が委託する配置販売業に関する団体」としているところであり、受

講対象者である配置員自らが講習等の実施者となるものではない。また、講師

として相応しい者である場合には、受講対象者である配置員が講習等の講師と

なることはできる。ただし、自らが講習等の講師となることをもって当該講習

等を受講したとみなすことは適当でない。 
 なお、この場合の「講師として相応しい者」とは、例えば大学の教員、医師、

薬剤師等、予定する講習等に係る専門的な知識や経験を有し、当該講習等の講

師として相応しい者であること。 
 また、資質向上通知１（３）に示すとおり、講習等の実施者は、教育、学術

等の関係者及び消費者等の参画を求め、講習等の実施体制の客観性を確保する

こと。 
 
 
問５ 自ら配置販売に従事する既存配置販売業者は、講習等の実施者又は講師

となることができるか。 
 
（答） 
 資質向上通知においては、講習等の実施者は、「既存配置販売業者又は既存配

置販売業者が委託する配置販売業に関する団体」としているところであり、既

存配置販売業者が自ら配置従事者としての業務を行うか否かにかかわらず、講

習等の実施者になることはできるものであり、また、講師として相応しい者で

ある場合には講習等の講師になることは差し支えない。ただし、自らが講習等



 

の講師となることをもって、当該講習等を受講したとみなすことは適当でない。 
 なお、この場合の「講師として相応しい者」とは、例えば大学の教員、医師、

薬剤師等、予定する講習等に係る専門的な知識や経験を有し、当該講習等の講

師として相応しい者であること。 
 また、資質向上通知１（３）に示すとおり、講習等の実施者は、教育、学術

等の関係者及び消費者等の参画を求め、講習等の実施体制の客観性を確保する

こと。 
 
 
問６ 自ら配置販売に従事する既存配置販売業者は、講習等を受講すべきか。 
 
（答） 
 自ら配置販売に従事する既存配置販売業者が、自らの資質の向上に努める

べきであることは言うまでもなく、積極的に講習等を受講されたい。 
 なお、自ら配置販売に従事する既存配置販売業者が、自ら又は実施者の一

員として実施する講習において受講者となることは、例えば、当該業者があ

らかじめ当該講習で用いる試験問題を知りうる立場であったり、当該講習の

受講者を評価する立場であったりする場合等には、講習の客観性確保の観点

から適当でない。 
 

 
問７ 配置販売業者が配置する医薬品について、その直接の容器又は直接の被

包に使用期限が記載されているもの（当該使用期限の記載が外部の容器又は

外部の被包を透かして容易に見ることができないときは、その外部の容器又

は外部の被包にも同様の記載がされているもの。）は、「配置販売業者等に対

する指導について」（昭和５１年２月１３日付け薬発第１１７号厚生省薬務局

長通知）において明記することとされている配置期限が記載されているもの

とみなして差し支えないか。 
 
（答） 
 差し支えない。 
 
 


